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■問い合わせ先／政策調整課まちづくり推進係〔担当／濱登・奥村〕　殺0137-84-5111

●一般行政部門
①実績との比較／△3人（H２０年４月１日職員数１6２人に対しH２１年４月１日実績では１５９人）

②目標値との比較／△２０人（目標値１79人に対し実績１５９人）目標値を上回っています。

■主な増減理由／職員の自己都合による退職や定年退職による減が要因となっています。

●特別行政部門（教育委員会、高等学校等）
①実績との比較／△1人（H２０年４月１日職員数３７人に対しH２１年４月１日実績では３６人）

②目標値との比較／△4人（目標値40人に対し実績36人）目標値を上回っています。

■主な増減理由／職員の自己都合による退職や勧奨退職による減が要因となっています。

定員適正化計画の進捗状定員適正化計画の進捗状況況

純減率純減数
平成22年4月1日
目標職員数

平成17年4月1日
職員数

△6.9%△23人308人331人

姿数値目標

計画期間：平成１７年９月１日～平成２２年４月１日

①前年との比較／△3人（H20年４月１日職員数284人に対しH21年４月１日実績281人）

②目標値との比較／△32人（目標値313人に対し実績281人）目標を上回っています。

増減の理由については以下に示します。

平成21年4月1日平成20年4月1日
職員数（Ａ）

区分
増減（Ｃ-Ａ）対前年増減（Ｃ-Ｂ）対目標実績（Ｃ）目標値（Ｂ）

△3人△20人159人179人162人一般行政部門

△1人△4人36人40人37人特別行政部門

1人△8人86人94人85人公営企業等会計部門

△3人△32人281人313人284人合計

姿進捗状況（実績）

増減理由
増減区分

（減員）（増員）

●行政職１名定年退職
●行政職１名退職●保健師１名退職
●人事異動に伴う減２名

●行政職１名採用
●人事異動に伴う増１名

△3一般行政部門

●行政職１名勧奨退職
●公務補１名退職●高校教員３名転出
●人事異動に伴う減１名

●高校教員３名採用
●人事異動に伴う増２名

△1特別行政部門

●行政職１名退職●看護師１名定年退職
●看護師１名退職●医療技師３名退職
●人事異動に伴う減４名

●行政職１名採用●看護師5名採用
●医療技師３名採用
●人事異動に伴う増２名

 1公営企業等会計部門

姿増減の理由（部門別）

●公営企業等会計部門（病院等）
①実績との比較／1人（H20年４月１日職員数85人に対しH21年４月１日実績では86人）

②目標値との比較／△8人（目標値９4人に対し実績86人）目標を上回っています。

■主な増減理由／業務内容の充実に伴う看護師等の増員及び自己都合による医療技師等の退職が要因 

　　　　　　　　となっています。

職
員
数
（
人
）

331 330
325

313

304 308

324

307

284

260

270

280

290

300

310

320

330

340

H17 H18 H19 H20 H21 H22

目標

実績

281

　公共サービスをより効率的、効果的に町民の皆さんに提供できるよう、行政組織・機構な
どの適時見直し等を策定した「定員適正化計画」の進捗状況をお知らせいたします。
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改　　　正現　　　行

特別分析一般分析特別分析一般分析

3,600円 2,800円 2,000円 1,800円 １検体料金

７００円 ５００円 ７００円 ５００円 
町内農業者
（組合員）負

担
内
訳

６５０円 ６５０円   ６５０円 ６５０円 ＪＡ助成

2,250円 1,650円 ６５０円 ６５０円 町 助 成

平成２２年４月から土壌診断料金が変わります平成２２年４月から土壌診断料金が変わります外外

■問い合わせ先／

　農業センター業務係

　　　　　　殺0137-85-1276

　本庁産業振興課農業振興係

　　　　　　殺0137-84-5111

　現在の土壌診断料金は、平成１２年から一般分析で１検体1,800円、特別分析で2,000円としてきま

したが、平成２１年度に分析機器を更新したことにより平成２２年４月から、料金体系を見直しするこ

とにしました。

　改正後の土壌診断料金は、下記のとおりです。

　なお、町内の農業者が農協を通じ行った土壌診断については、料金改正に伴う引き上げ分を町が

助成するため従来どおりとなります。

＊農協組合員でない町内農業者は、農協助成がないため一般分析で1,150円、特別分析で1,350円となり

ます。

応募資格：満２０歳以上で北海道内に居住の方

募集人員：８０人

活動内容：年２回のアンケートへの回答とモニター会議（年２回・依頼者のみ）への出席。

　　　　　回答者･出席者には謝金

委嘱期間：平成２２年６月１日から平成２３年３月３１日まで

申込締切：４月２日まで

応募方法：希望者はハガキ、FAX、メールのいずれかの方法で申込

　　　　　郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、年齢、性別、職業、メールアドレス

　　　　　（任意）、応募動機を記入し、表題に「モニター希望」と書いてください

あて先：　〒060-8795

　　　　　札幌市北区北８条西２丁目１－１北海道総合通信局電気通信事業課まで

■問い合わせ先／電気通信事業課（011-709-3956　平日のみ）

　　＊応募により収集された個人情報は、モニターの選考・活動のご連絡等、本モニター制度の

　　　運営にのみ利用させていただきます。

総務省　北海道総合通信局（http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/）

総務省では「電気通信サービスモニター」を募集中です。


